
令和８年度 京都市障害児通所支援事業所指定管理者募集要項  
 
 

本市が設置している下記の障害児通所支援事業所について、京都市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例第２条の規定に基づき、当該施設の設置目的を効果的に達成す

ることができる指定管理者を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

１ 対象施設の概要（※ 詳細は別表１参照） 

・ 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース以外） 

（以下、「施設１」という。） 

・ 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース） 

（以下、「施設２」という。） 

 

２ 申請資格 

  申請できる団体は、法人であり、当該施設の管理運営を行ううえで人的かつ財産的な管

理能力を有し、かつ次の各号に掲げる条件に該当する者とします。 
⑴ 当該施設の所管局等の長が代表者に就任している法人でないこと。 
⑵ 法人又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

でないこと。 
⑶ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があ

ったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を

経過しない者でないこと。 
⑷ 法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第

８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から

２年を経過しない者でないこと。 
⑸ 法人又はその代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関

係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 
⑹ 法人又はその代表者が京都市暴力団排除条例（以下「排除条例」という。）第２条に

規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないことのほか、契約の相手方としてふさ

わしくない者でないこと。  
⑺ 法人又はその代表者が次に掲げる税等を滞納していないこと。 

・所得税又は法人税 
・消費税 
・本市の市民税及び固定資産税 
・本市の水道料金及び下水道使用料 

 ※ なお、前年度が非課税など、納税証明書が提出できない場合は、その旨を記載した

理由書（代表者の記名押印があるもの）を提出してください。 
⑻ 児童福祉法第２１条の５の１５第３項の規定に該当しないこと。 

 
３ 選定の手順 

令和８年 ６月１日（月）～７月１日（水） 募集要項等の配布 

 ↓ 

【注意事項】 

 障害福祉制度の見直しに伴う法改正等により、本募集要項の中で示している当該施設の

運営条件の一部（業務の概要、利用者負担金、指定管理者の収入等）が変更になることが

ありますので、あらかじめ御了承のうえ、御応募願います。 

 



６月１日（月）～６月１５日（月） 質疑の受付期間 

 ↓ 

６月１７日（水）～６月２４日（水） 質疑の回答 

 ↓ 

６月２５日（木）～７月１日（水） 申請書類の受付期間 

 ↓ 

７月中旬～８月下旬 

書類審査 

及び 

プレゼンテーション審査、ヒアリ

ング審査、実地調査(※１) 

 ↓ 

８月下旬～１１月中旬 指定候補者(※２)の選定 

  (※１) プレゼンテーション審査、ヒアリング審査、実地調査は、必要に応じて行います。 

(※２) 指定管理者の候補となる団体を指します。 

 なお、申請者の評価が著しく低い場合や、特に重要と考えられる項目の評価が

低い場合は、指定候補者に選定しないことがあります。その際は、上記の手順に

関わらず、再公募等を行う場合があります。 

 

４ 申請手続 

⑴ 申請方法 

以下により、書類を提出してください。 

  ア 提出書類 

    別紙１「提出書類一覧」のとおり 

※ 提出方法については、別紙１－２を御参照ください。 

  イ 提出期間 

令和８年６月２５日（木）～７月１日（水） 

    受付は午前９時～午後５時（土日祝日除く。） 

  ウ 提出場所 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所北庁舎５階 

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課発達支援担当 

電話 ０７５－２２２－３９３７（直通） 

 エ 提出方法 

持参により提出してください。提出時に書類確認を行いますので、事前に電話予約

のうえ、御来庁ください。また、申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格としま

す。 

 

⑵ 質疑及び回答 

この要項に関する質疑及び回答は、次により行います。 

  ア 質疑者の資格 

    本要項中「２ 申請資格」を満たす者とします。 
  イ 質疑の方法 

質疑方法 受付期間等 

 質疑の要旨を簡潔に

まとめ、電子メールで

送信してください。 

⑴  受付期間 

  令和８年６月１日（月）～６月１５日（月） 

  

 



質疑方法 受付期間等 

 質疑の要旨を簡潔に

まとめ、電子メールで

送信してください。 

⑵ 受付機関（メールアドレス） 

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部 

子ども家庭支援課発達支援担当 

メールアドレス kodomokatei-hattatsu@city.kyoto.lg.jp 

＊上記期間以外は、質問を受け付けません。 

 
 ウ 回答 

令和８年６月２４日（水）までに質疑回答書を質疑者全員に電子メールで送信しま

す。質疑回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとし

ます。ただし、やむを得ない事情により回答の送信が遅れる場合は、別途連絡します。 

 

⑶ 平面図等の閲覧 

   申請資格を満たす者は、上記質疑の受付期間及び受付機関において、指定施設の平面

図等を閲覧することができます。ただし、平面図等は、竣工時のものです。 

 

⑷ 関係法令の遵守 

申請書類の作成に当たっては、関係法令を遵守してください。 

 

⑸ 追加書類の提出 

本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

⑹ ヒアリングの実施 

本市が必要と認める場合は、申請書類等の提出後に、申請者に対してヒアリングを実

施します。 

 

⑺ 申請者が運営する児童福祉施設の実地調査 

本市が必要と認める場合は、申請者が運営する児童福祉施設の実地調査を行います。 

 

⑻ 著作権の帰属等 

申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、本市は指定候補者の選定の公表等

必要な場合には、申請書類の内容を無償で使用できるものとします。また、本市は事業

計画等申請書類の内容及び指定候補者の選定結果を公表する場合があり、申請者はこれ

に対して異議を申し立てることができません。 

なお、申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

 

⑼ 費用の負担 

申請に関する費用は、すべて申請者の負担とします。 

 

⑽ 資料の取扱い 

   本市が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。ま

た、この検討の目的の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく第三者に対して、

これを使用させたり、または内容を提示したりすることを禁じます。 

 

⑾ 留意事項 

  申請者が、指定候補者の選定に関して選定委員会の委員と接触することを禁じます。 

 接触の事実が認められた場合には失格となることがあります。 

 



５ 指定候補者の選定等 

⑴ 指定候補者の選定方法 

指定候補者の選定に当たっては、次のとおり、審査を行い、総合的に最も高い評価を

受けた申請者を、市長が指定候補者として選定します。 

なお、審査の結果、該当者なしとする場合があります。 

  ア 「審査項目及び審査基準」（別紙２）に基づき、各審査項目について０点から２点

までの３段階評価を行い、各審査項目の評価点（０点～２点）を算定します。次に、

各審査項目の評価点に、各審査項目の重要度に応じて設定した係数（１～３）を乗じ

て、各審査項目の得点を算出します。 

  イ 申請者が本市からの派遣職員による人的支援又は運営補助金の交付による財政支援

を受けている外郭団体の場合は、その他の団体とのイコール・フッティングを確保す

るために、審査項目「資金収支及び事業活動収支の状況」において、当該支援相当額

の調整を図ります。 

  ウ 必要に応じて、プレゼンテーション審査及びヒアリング審査等を実施し、評価点を

補正します。 

  エ これらの得点の計（１００点満点換算）をもって、申請者の総得点とします。 

 

⑵  審査結果の通知 

   指定候補者の選定は、令和８年８月下旬～１１月中旬の予定です。審査結果について

は、申請者全員に文書で通知します。 

 

⑶ 指定候補者の選定等の公表 

   指定候補者の選定後、申請の概況（経過、申請者名等）、審査内容の概要及び申請者

の得点等について公表します。 

 

⑷ 仮協定書の締結 

  指定候補者を選定した後に、詳細について、仮の協定書を取り交わすこととします。 

 

⑸ 市会の議決 

   指定候補者の選定後、地方自治法の規定に基づき、京都市会に指定候補者を指定管理

者とする議案を付議し、議決を受けることとなります。ただし、市会の議決を経るまで

の間に指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じ

たときは、指定管理者に指定しないことがあります。 

   なお、市会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、指定候補者

が当該施設の運営事業に関して支出した費用等については、一切補償しません。 

 

 ⑹ 労働関係法令遵守状況報告書の提出 

 本件の指定管理者（受託者）となった場合、指定管理協定（契約）締結後 、京都市

公契約基本条例第１２条の労働関係法令遵守状況報告書を提出していただく必要があり

ます（同報告書の詳細は、ホームページ「京都市入札情報館」を御覧ください。）。 

 

 ⑺ 業務の引継ぎ等 
   新たな指定管理者は、指定後、速やかに現在の指定管理者と協議し、指定開始日から

円滑に業務が実施できるよう、指定開始日までに業務や備品の引継ぎ及び必要な準備行

為を行うものとし、それに要する費用を負担するものとします。 
   また、指定管理者において、指定開始日までに、児童福祉法に基づく児童福祉施設の

事業者指定に係る手続を行ってください。 
 

 



６ 運営に係る基本的事項 

⑴ 物品の貸与等 

 京都市公有財産及び物品条例第１２条の規定に基づき、本市が現在の指定管理者に無

償で貸与している物品については、引き続き新たな指定管理者に無償で貸与します。そ

の他、事業の実施に必要な物品については、指定管理者で準備することとします。 

 

⑵ 本施設の修繕 

  施設全体に係る大規模修繕については、指定管理者の責に帰すべき事由があると認め

られる場合等を除き、本市の負担を基本とします。その他の修繕（使用に起因する施設

の劣化した部分・部材又は低下した性能・機能を原状（初期の水準）又は使用上支障の

ない状態まで回復させるものをいう。）については、指定管理者の負担を基本とします。 

  なお、本市による修繕については、予算の範囲内で行うこととします。 

 

⑶ その他 
  次の場合には必要に応じて、指定管理者の業務の停止や指定の取消しを行う場合があ

ります。 
ア 指定管理者が排除条例第２条に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当す

ることが判明した場合 
イ 施設の管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合 
ウ 指定に関し不正の行為があった場合 
エ 法令の規定、本件指定の条件又は協定書に記載された条件に違反した場合 
オ 法令の規定、本件指定の条件又は協定書の規定に基づき本市関係職員が行う報告の

聴取、検査又は調査の実施を拒否し、又は妨害したとき、その他本市関係職員の指示

に正当な理由がなく従わなかった場合 
カ 指定期間が終了するまでに、本市が施設の供用を休止し、又は廃止する場合 
キ その他施設の管理業務を継続しがたい事由があると認められる場合 

 

７ 基本的事項の遵守 

   指定候補者が、この要項に定める基本的な事項に反した場合は、指定管理者に指定しな

いことがあります。 

 
８ 業務の概要及び運営に係る基本事項 

 ⑴ 業務の概要 

   関係法令を遵守のうえ、「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン」に沿って、

次に掲げる事業を実施していただきます。 

   なお、令和９年度報酬改定において障害保健福祉制度の見直しが行われる可能性があ

るため、制度見直しがあった場合は、本市との協議の上、当該見直しに対応できるよう、

必要に応じて人員の確保等に努めることとします。 

 

ア 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース以外）【施設１】 

 ・ 児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援センターとしての事業 

 ・ 地域障害児支援体制強化事業（本市委託事業）に係る業務 

 ・ 同法第６条の２の２第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援を行う事業 

 ・ 同法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援を行う事業 

 ・ 同法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援を行う事業 

 ・ 児童療育センターの維持管理に係る業務 

 ・ 建築基準法第１２条に基づく点検業務 

 ・ その他本市が必要と認める業務 

 



イ 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース）【施設２】 

 ・ 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援を行う事業 

 ・ 同法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援を行う事業 

 ・ 建築基準法第１２条に基づく点検業務 

 ・ その他本市が必要と認める業務 

 

⑵ 開所日 

   毎週月曜日から金曜日までの５日間（別表１に掲げる休所日を除く。）を標準としま

すが、指定管理者からの申出があった場合は、市長の承認を得たうえで開所日を変更す

ることができます。 

 
 ⑶ 開所時間 
   午前８時３０分から午後５時までを標準としますが、指定管理者からの申出があった

場合は、市長の承認を得たうえで開所時間を変更することができます。 
 
 ⑷ 利用定員 
   別表１に掲げる定員を標準とします。 
 
 ⑸ 職員及び職員数 

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

に定める基準以上の人員を配置することとします。 
 

⑹ 利用者負担金 
  ア 利用料金 
    障害児通所支援事業の自己負担分とします。 
  イ 実費 
    日用品費その他利用者に負担させることが適当と認められるものの実費とします。 
 

⑺ 指定管理者の収入 
障害児通所支援事業は、障害児通所給付費等及び利用者負担金の両方を、指定管理者

の収入とします。その他本市が独自に行う事業の対象者に対して行う事業については、

別に定める基準に基づき支払う措置費等を指定管理者の収入とします。 
ただし、指定管理者の収益が、指定管理者の管理業務及び経理の状況から客観的に見

て過大であると認められる場合はこの限りではありません。 
また、施設１においては、別に定める委託契約に基づき支弁する委託料を指定管理者

の収入とします。 
 

⑻ 消費税及び事業所税 
   消費税及び事業所税は非課税です（別に定める委託契約を除く）。 
 
９ その他特記事項 

 ⑴ 新たな指定管理者は、現在の指定管理者が行っている利用者処遇の水準の維持を求め

ます（例：言語聴覚士による言語障害児等への個別療育等）。 
 

⑵ 指定管理者は、障害者差別解消法に基づく不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮

の提供などに関して、同法第１１条の規定により主務大臣が定める対応指針（ガイドラ

イン）を遵守するとともに、本市が策定した「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する京都市対応要領（令和６年４月改正）」等を踏まえ、適切に対応してください。 
 



⑶ 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための

措置に関する法律」に規定する児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行

われた場合に児童等を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用児童等と接す

る業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童等に 
 接するものをいう。）に係る犯罪事実確認その他必要な措置を講じること（障害児通所

支援事業所は同法の「義務対象」施設です）。 
 

⑷ その他運営に係る特記事項について、別表２をご確認ください。 
 
10 指定期間 

   指定期間は、令和９年４月１日～令和１５年３月３１日の６年間とします。 

 

11 問合せ先 

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課発達支援担当 

〒６０４－８５７１  

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所北庁舎５階 

電話 ０７５－２２２－３９３７  ＦＡＸ ０７５－２５１－１１３３ 

電子メールアドレス kodomokatei-hattatsu@city.kyoto.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別表１】 

○ 施設の概要 

名称 

【施設１】 

京都市児童療育センター 

（旧相談・診療部門スペース以外） 

【施設２】 

京都市児童療育センター 

（旧相談・診療部門スペース） 

所在地 京都市伏見区深草西浦町六丁目６５番地 

事業及び

定員 

児童発達支援センター（定員４０名） 

居宅訪問型児童発達支援事業 

保育所等訪問支援事業 

障害児相談支援事業 

児童発達支援事業（定員１０名） 

障害児相談支援事業 

現行の 

開所時間 

午前８時３０分～午後５時００分 

ただし、開所する土曜日・日曜日は 

午前８時３０分～午後２時３０分 

午前８時３０分～午後５時３０分 

現行の 

休所日 

開所日以外の土曜日、日曜日 

休日並びに年始及び年末 
日曜日、休日並びに年始及び年末 

開所年月 平成１１年７月 平成２５年４月 

主な施設

内容 

発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場、 

相談室、調理室、静養室、医務室 
発達支援室、遊戯室、相談室 

施設面積 1,012 ㎡ 390 ㎡ 

備考 
鉄筋コンクリート造７階建て（うち両施設ともに１階） 

住宅施設との合築 

※ 休日：国民の祝日に関する法律に規定する休日 

※ 年始：1月 2 日及び同月 3日 

※ 年末：12 月 29日～同月 31日 

 

○ 令和６年度収支状況（単位：円） ※事業活動による収支のみ 

１ 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース以外） 

収入状況 支出状況 

委託料 19,389,958 人件費 96,087,723 

給付費等 105,922,827 事業費 4,969,560 

その他事業 1,668,707 業務委託費 6,794,104 

その他収入 12,197,137 修繕費 235,117 

  その他支出 21,262,391 

収入計 139,178,629 支出計 129,348,895 

 
２ 京都市児童療育センター（旧相談・診療部門スペース） 

収入状況 支出状況 

委託料 148,500 人件費 37,808,231 

給付費等 47,818,627 事業費 1,479,697 

その他事業 604,323 委託費 654,622 

その他収入 70,184 修繕費 24,112 

   その他 2,599,402 

収入計 48,641,634 支出計 42,566,064 



【別表２】 

 

○ 運営に係る特記事項 
 

 名称 特記事項 

１ 

京都市児童療育センター 

（旧相談・診療部門スペ

ース以外） 

 共用部分についてエレベーター、受水槽、空調機器等

の保守点検、警備保障、清掃等の維持管理業務を行って

ください。ただし、必要経費は別に定める基準に基づき

本市と協議のうえ、委託料で支払います。 

２ 

京都市児童療育センター 

（旧相談・診療部門スペ

ース） 

 光熱水費及び建物共用部分の設備保守管理料として、

京都市児童療育センター（旧相談・診療スペース部門以

外）との協議に基づき、同センターの指定管理者に支払

ってください。 

 

 

 


